
エクスプレス・カード（Ｅ予約専用）会員規約 

 

＝ 「第４条」（管理責任者／実務担当者）の抜粋 ＝ 

 

 

第４条（管理責任者） 

１. 入会申込をする法人等または法人会員（以下、併せて「法人会員等」という。）は、法人会員等の

本規約等に基づく入会申込手続、諸届出（退職等の異動情報を含む。）、退会手続その他手続きに関

し、法人会員等と両社との連絡調整を行う担当者（以下、「管理責任者」という。）を選定し、両社

に届け出るものとします。 

２. 法人会員等は、カード使用者の申請を希望する場合、管理責任者を通じて手続を行うものとしま

す。この場合、法人会員等は、管理責任者をして、両社所定の申請書に、両社の指示に基づき、管

理責任者の届出印を捺印させ、両社に提出するものとします。 

３. 法人会員等は、管理責任者が、カード使用者の申請および両社との連絡調整等、両社所定の事項

およびそれに関連する事項につき法人会員等を代理して行うことを包括的に承認し、事由の如何を

問わず、管理責任者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ない

ものとします。また、法人会員等は、諸届出、退会手続等、両社に対する諸手続を管理責任者が法

人会員等に代わって行うことをあらかじめ承諾します。 

４. 管理責任者は、カード使用者に対する本規約等の周知徹底、貸与カードおよびカード情報の使用

方法等の管理・指導を行うものとします。また、法人会員等は、本代理権をカード使用者に授与す

るにあたり、管理責任者がカード使用者に対して本規約等を周知徹底すること、ならびに貸与カー

ドおよびカード情報の使用方法等の管理・指導を行うことを包括的に承認し、事由の如何を問わず、

管理責任者の行った行為に関し、法人会員等の行った行為とされることについて異議ないものとし

ます。 

５. 管理責任者を変更しようとする場合、法人会員等は予め両社所定の方法により両社に届け出るも

のとします。 

 

第４条の２（実務担当者） 

１. 法人会員等は、管理責任者の行為を補佐し、管理責任者に代わって実務を行う担当者（以下、「実

務担当者」という。）を選定する場合は、両社に届け出るものとします。 

２. 実務担当者は、本規約等により定められた管理責任者の行為を、管理責任者に代わって行うこと

ができるものとします。 

３. 法人会員等は、実務担当者が管理責任者に代わってその行為を行うことをあらかじめ承諾し、事

由の如何を問わず、実務担当者が行った行為に関し、管理責任者が行った行為とされることについ

て異議のないものとします。また、法人会員等および管理責任者は、実務担当者に対して適宜適切

な管理・指導を行うものとします。 

 


